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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市の産業の多様化又は高度化及び雇用機会の拡大を図り、

もって本市の経済の活性化に資するため、本市においてその事業の競争力を強

化するための取組若しくは本市の特性を生かした創業を行う企業又は本市への

進出若しくは本社機能の移転を行う企業に対し、予算の範囲内において、米子

市企業立地促進補助金を交付するものとし、当該交付に関し、米子市補助金等

交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

⑴ 企業 次のいずれかに該当する事業を現に営み、又は新たに営もうとする

法人又は事業協同組合（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

第３条第１号の事業協同組合をいう。）をいう。

ア 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げる製造業

イ アに掲げる事業に類する事業で、本市における産業の振興が相当程度図

られると市長が認めるもの

ウ 日本標準産業分類に掲げる情報処理・提供サービス業

エ 日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業

オ 日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所

カ 日本標準産業分類に掲げる職員教育施設・支援業（技術者の研修を主た

る目的とするものに限る。）

キ 日本標準産業分類に掲げるソフトウェア業

ク 日本標準産業分類に掲げるデザイン業

ケ 日本標準産業分類に掲げる機械設計業

コ キからケまでに掲げる事業に類する事業で、本市における産業の振興が

相当程度図られると市長が認めるもの

サ 事務管理業務（一般的な知識及び経験に基づいて行う次の表に掲げる業



務（委託を受けて行うものを含む。）をいう。）

シ コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（平成１６年法律

第８１号）第２条第２項に規定するコンテンツ制作等を行う事業のうち、

次の表に掲げるもの

ス 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（平成１９年法律第４０号）第１４条第２項に規定する承認地域経済牽引

事業計画に従って行われる事業

⑵ 事業所等 企業がその事業の用に供する事業所、工場、事務所その他の施

設をいう。

⑶ 新規企業進出事業 現に本市にその事業所等の全部又は一部を置いていな

い企業が、事業所等の全部又は一部を本市に設置する事業をいう。

⑷ 本社機能 企業がその事業の用に供する施設であって、次のいずれかに該

当するものをいう。

ア 当該企業の調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業

部門又はその他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの

イ 当該企業による研究開発において重要な役割を担うもの

ウ 当該企業による人材育成において重要な役割を担うもの

⑸ 本社機能移転事業 現に本市にその本社機能の全部又は一部を置いていな

い企業が、本社機能の全部又は一部を本市に移転する事業をいう。

⑹ 投下固定資産 事業所等又は本社機能の新設、増設又は移転（以下「新設

等」という。）の用に供される土地、建物及び償却資産をいう。

⑺ 常用雇用者 雇用期間の定めのない雇用者であって、１週間の所定労働時

間が週３０時間以上で同一の事業所等又は本社機能に雇用される他の通常の

一般事務 総務事務、企画・調査事務、受付・案内事務、秘書事

務、一般事務等

会計事務 現金出納事務、予算・経理事務、その他の会計事務等

事務用機器操作事務 事務用機器操作事務等

１ 漫画に関するコンテン

ツ

漫画企画制作事業、イラスト企画制作事業等

２ アニメーションに関す

るコンテンツ

アニメーション企画制作事業等

３ １の項及び２の項に掲

げるコンテンツに関連す

るコンテンツ

映像企画制作事業、フィギュア・人形・模型等

企画制作事業、オンライン・ゲーム専用機・モ

バイル端末向けゲーム企画制作事業等

４ 人材育成 コンテンツ企画制作に係る人材育成事業等



労働者の１週間の所定労働時間と同程度である雇用保険の被保険者であるも

のをいう。

第２章 補助対象企業

（補助対象企業の指定）

第３条 その現に営み、又は新たに営もうとする事業が次の各号に掲げる要件を

満たす企業は、当該事業に関し、米子市企業立地促進補助金の交付の対象とな

る企業として指定を受けることができる。

⑴ 米子市企業立地促進資金融資規則（平成１７年米子市規則第１３３号）第

２条第１号に規定する工業団地等に事業所等又は本社機能の新設等を行うも

のであること。

⑵ 投下固定資産の取得に要する費用（これに準ずる費用として市長が定める

ものを含む。第９条第１号において同じ。）の総額と当該事業所等又は本社

機能の新設等の完了の日から起算して５年間分の投下固定資産の賃借（５年

以上の期間をもって定めた賃貸借契約に基づくものに限る。同条第２号にお

いて同じ。）に要する費用の額との合計額が１億円（当該企業が中小企業者

（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる

ものをいう。次号において同じ。）である場合は、３,０００万円）を超え

るものであること。

⑶ 事業所等又は本社機能の新設等に伴い、指定申請書（第３条の３第１項に

規定する指定申請書をいう。次条第１項において同じ。）を提出した日以後

に新たに雇用する常用雇用者（本市に住所を定めるものに限る。）又は本市

に転入をする常用雇用者が３人（当該企業が、新規企業進出事業を行うもの

である場合は５人、中小企業者である場合は１人）以上見込まれるものであ

ること。

⑷ 事業所等又は本社機能の新設等に関し、環境の保全について適切な措置が

講じられるものであること。

⑸ 第９条各号に掲げる費用について、本市の他の制度による補助金（これに

相当するものを含む。）の交付を受けていないこと。

（追加の指定）

第３条の２ 前条の規定による指定を受けている企業は、現に営み又は新たに営

もうとする事業（第２条第１号に掲げる事業に該当するものであって、現に受

けている当該指定に係る事業に該当するものを除く。以下この項において同

じ。）が前条各号に掲げる要件を満たすものであるときは、当該企業がその事

業の内容にかかわらず初めて受けた同条の規定による指定に係る指定申請書を

提出した日から起算して１０年を経過する日までの間（次項において「当初追



加指定申請期間」という。）に、１回に限り、当該現に営み又は新たに営もう

とする事業について米子市企業立地促進補助金の交付の対象となる企業として

指定を受けることができる。

２ 前条の規定による指定を受けている企業は、現に営み又は新たに営もうとす

る事業（第２条第１号に掲げる事業に該当するものであって、現に受けている

前条又はこの条の規定による指定に係る事業に該当するものを除く。以下この

項において同じ。）が前条各号に掲げる要件を満たすものであるときは、当初

追加指定申請期間が満了する日の翌日から起算して１０年ごとに区分したそれ

ぞれの期間において、２回に限り、当該現に営み又は新たに営もうとする事業

について米子市企業立地促進補助金の交付の対象となる企業として指定を受け

ることができる。

３ 前２項の適用において、これらの規定に規定する期間（以下この項において

「追加指定申請期間」という。）内に行った次条第１項の規定による申請に対

する同条第４項の規定による通知が当該追加指定申請期間を経過した後に行わ

れたときは、当該追加指定申請期間を経過した後にされた通知による前２項の

規定による指定は、当該申請をした日の属する追加指定申請期間内に受けたも

のとする。

（指定に係る手続）

第３条の３ 企業は、前２条の規定による指定（第７条の２並びに第８条第５項

の規定により読み替えて適用する前条第１項及び第２項を除き、以下単に「指

定」という。）を受けようとするときは、市長に対し、米子市企業立地促進補

助金補助対象企業指定申請書（別記様式第１号。以下「指定申請書」という。）

を提出しなければならない。

２ 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 事業所等又は本社機能の概要を明らかにした書類及び図面

⑵ 定款の写し及び登記事項証明書の原本又は写し（取得後３か月以内のもの）

⑶ 就業規則

⑷ 決算書（最新の決算年度のもの）

⑸ 市税等納付状況確認同意書

⑹ 役員等調書兼照会承諾書

⑺ 事業所別被保険者台帳（指定申請書を提出する日前１４日以内に公共職業

安定所から提供を受けたもの）

⑻ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条第１項に規定する労働

者名簿（前号の事業所別被保険者台帳の提供を受けた日と同日時点のもの）

の写し



⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 企業は、指定申請書（前項の規定により添付する書類を含む。）の提出は、

当該事業所等又は本社機能の新設等に係る計画を策定した後、速やかに行わな

ければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限り

でない。

４ 市長は、指定をしたときは、米子市企業立地促進補助金補助対象企業指定通

知書（別記様式第２号。以下「指定通知書」という。）により、当該指定に係

る申請を行った企業にその旨を通知するものとする。

５ 市長は、指定をする場合において、環境の保全に関する協定の締結その他当

該事業所等又は本社機能の新設等に当たり必要と認める条件を付すことができ

る。

（指定辞退の届出）

第４条 指定を受けた企業（一の企業が２以上の指定を受けている場合は、それ

ぞれの指定ごとに個別の企業とみなす。以下「補助対象企業」という。）は、

次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、市長に対し、

米子市企業立地促進補助金補助対象企業指定辞退届出書（別記様式第３号）に

より届け出なければならない。

⑴ 当該指定に係る事業所等又は本社機能の新設等を中止し、又は廃止したと

き。

⑵ 米子市企業立地促進補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」

という。）が第３条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなることが明

らかになったとき。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 指定通知書

⑵ 次条第３項に規定する指定事項変更等承認通知書（当該補助対象企業が同

項の規定による通知を受けている場合に限る。）

３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、指定を取り消し、その旨

を当該届出を行った者に書面により通知するものとする。

（指定事項の変更等）

第５条 補助対象企業は、指定申請書に記載した事項（軽易な事項として市長が

定めるものを除く。）に変更があったとき又は補助対象事業の一部を廃止し若

しくは譲渡したときは、速やかに、市長に対し、米子市企業立地促進補助金補

助対象企業指定事項変更等承認申請書（別記様式第４号。以下この条において

「指定事項変更等承認申請書」という。）を提出しなければならない。

２ 指定事項変更等承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。



⑴ 当該変更又は廃止若しくは譲渡の内容を明らかにした書類又は図面

⑵ 補助対象事業の一部を譲渡したことを証明する書類（補助対象事業の譲渡

に係る承認の申請の場合に限る。）

⑶ 指定通知書の写し

⑷ 次項に規定する指定事項変更等承認通知書の写し（当該補助対象企業が同

項の規定による通知を受けている場合に限る。）

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 市長は、指定事項変更等承認申請書の提出があった場合において、その内容

を審査し、これを承認したときは、米子市企業立地促進補助金補助対象企業指

定事項変更等承認通知書（別記様式第５号。以下「指定事項変更等承認通知書」

という。）により、当該補助対象企業にその旨を通知するものとする。

（指定の取消し）

第６条 市長は、補助対象企業が、第３条各号に掲げる要件のいずれかを満たさ

なくなったと認めるとき、又は指定（前条第３項の規定による承認をしたとき

は、当該承認に係る事項の変更後の指定）の内容に従った事業所等又は本社機

能の新設等を行っていないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

（事業開始等の届出）

第７条 補助対象企業は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、

当該事由に該当することとなった日から１か月以内に、市長に対し当該各号に

定める様式により届け出なければならない。

⑴ 指定に係る事業所等又は本社機能における補助対象事業の全部若しくは一

部を開始したとき、又は休止していた当該補助対象事業の全部若しくは一部

を再開したとき。 米子市企業立地促進補助金補助対象事業開始（再開）届

出書（別記様式第６号）

⑵ 指定に係る事業所等又は本社機能における補助対象事業の全部又は一部を

休止したとき。 米子市企業立地促進補助金補助対象事業休止届出書（別記

様式第７号。次項において「休止届出書」という。）

⑶ 補助対象事業の全部を廃止したとき。 米子市企業立地促進補助金補助対

象事業廃止・譲渡届出書（別記様式第７号の２。次号及び第３項において

「廃止・譲渡届出書」という。）

⑷ 補助対象事業の全部を譲渡したとき。 廃止・譲渡届出書

、

２ 休止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 指定通知書の写し

⑵ 指定事項変更等承認通知書の写し（当該補助対象企業が第５条第３項の規



定による通知を受けている場合に限る。）

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 廃止・譲渡届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 当該補助対象事業の全部を譲渡したことを証明する書類及び当該譲渡した

補助対象事業の内容を明らかにした書類（補助対象事業の譲渡に係る届出の

場合に限る。）

⑵ 指定通知書

⑶ 指定事項変更等承認通知書（当該補助対象企業が第５条第３項の規定によ

る通知を受けている場合に限る。）

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助対象事業の譲受けの手続）

第７条の２ 補助対象企業からその補助対象事業の全部又は一部を譲り受けた企

業（第３項の規定の適用の対象となる企業に該当するものを除く。）は、速や

かに、第３条の規定による指定を受けなければならない。

２ 前項の場合において、当該指定を受けようとする企業が現に第３条又は第３

条の２の規定による指定を受けている場合であっても、当該指定に関しては、

同条の規定は、適用しない。

３ 補助対象企業からその補助対象事業の全部又は一部を譲り受けた企業が当該

譲り受けた補助対象事業と同一の事業を現に営み又は新たに営むものとして第

３条又は第３条の２の規定による指定を受けているときは、当該企業は、速や

かに、市長に対し、第５条第１項に規定する指定事項変更等承認申請書（同条

第２項の規定により添付する書類を含む。）を提出しなければならない。この

場合において、同条第２項第１号中「当該変更又は廃止若しくは譲渡」とある

のは、「当該補助対象事業の譲受けに伴う変更」とする。

４ 第１項又は前項の規定による手続を行った企業は、その補助対象事業を譲り

渡した補助対象企業が当該譲り渡した補助対象事業について既に米子市企業立

地促進補助金の交付を受けている場合は、当該譲り受けた補助対象事業につい

て、米子市企業立地促進補助金の交付の申請をすることはできない。

５ 前項に定めるものを除くほか、第１項又は第３項の規定による手続を行った

企業は、規則及びこの要綱の規定の適用に関し、その補助対象事業を譲り渡し

た補助対象企業の地位を承継する。

（合併の手続）

第８条 補助対象企業を当事者とする合併が行われたときは、当該合併後に存続

する企業又は当該合併により設立された企業は、当該合併に係る登記を行った

日から１か月以内に、市長に届け出なければならない。



２ 前項の規定による届出は、米子市企業立地促進補助金補助対象企業合併届出

書（別記様式第８号）により行わなければならない。

３ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 当該合併があったことを証明する書類

⑵ 当該合併により存続し、又は設立された企業の定款の写し及び登記事項証

明書の原本又は写し（取得後３か月以内のもの）

⑶ 当該合併により存続し、又は設立された企業の就業規則

⑷ 当該合併により消滅する補助対象企業（次号及び次項において「従前の補

助対象企業」という。）及び当該合併後に存続する補助対象企業が交付を受

けた指定通知書の写し

⑸ 従前の補助対象企業及び当該合併後に存続する補助対象企業が交付を受け

た指定事項変更等承認通知書の写し（これらの補助対象企業が第５条第３項

の規定による通知を受けている場合に限る。）

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

４ 第１項の規定による届出を行った企業は、規則及びこの要綱の規定の適用に

関し、従前の補助対象企業の地位を承継する。

５ 第１項の規定による届出を行った企業に係る第３条の２の規定の適用につい

ては、同条第１項及び第２項中「前条の規定による指定を受けている企業」と

あるのは「第８条第１項の規定による届出を行った企業」と、同条第１項中

「現に受けている当該指定」とあり、及び同条第２項中「現に受けている前条

又はこの条の規定による指定」とあるのは「当該合併により消滅する補助対象

企業が受けていた前条若しくはこの条の規定による指定に係る事業又は当該合

併後に存続する補助対象企業が現に受けているこれらの規定による指定」と、

同条第１項中「当該企業がその事業の内容にかかわらず初めて受けた同条の規

定による指定に係る指定申請書を提出した日」とあるのは「第８条第１項の規

定による届出を行った日」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「第８条第

５項の規定により読み替えて適用する前２項」とする。

第３章 米子市企業立地促進補助金の交付

（補助対象経費）

第９条 米子市企業立地促進補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象と

なる経費は、次に掲げるものとする。

⑴ 投下固定資産の取得に要する費用（消費税及び地方消費税に相当するもの

を除く。）

⑵ 投下固定資産の賃借に要する費用（当該事業所等又は本社機能の新設等を

完了した日から起算して１年間分に限る。）（消費税及び地方消費税に相当



するものを除く。）

（補助金額）

第１０条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額とする。ただし、

１億円（前条第１号の費用に土地の取得に要する費用を含む場合は、２億円）

を限度とする。

⑴ 前条第１号の費用に相当する額に１００分の５を乗じて得た額（その額に

１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）

⑵ 前条第２号の費用に相当する額に１００分の５０を乗じて得た額（その額

に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）

（新規企業進出事業又は本社機能移転事業を行う企業に係る補助金額）

第１１条 補助対象企業が新規企業進出事業又は本社機能移転事業を行う企業で

ある場合における前条の規定の適用については、同条ただし書中「１億円（前

条第１号の費用に土地の取得に要する費用を含む場合は、２億円）」とあるの

は「２億円」と、同条第１号中「１００分の５」とあるのは「１００分の１０

（当該補助対象企業が新規企業進出事業及び本社機能移転事業のいずれにも該

当する事業を行うものである場合は、１００分の１５）」とする。

（補助金の交付の申請）

第１２条 補助対象企業は、補助金の交付を受けようとするときは、当該新設等

に係る事業所等又は本社機能においてその事業の全部を開始した日から３年以

内に、市長に対し、米子市企業立地促進補助金交付申請書（別記様式第９号。

次項及び次条において「補助金交付申請書」という。）を提出しなければなら

ない。

２ 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 企業立地事業概要書

⑵ 第９条各号に掲げる費用の額を証明する書類

⑶ 市税等納付状況確認同意書

⑷ 役員等調書兼照会承諾書

⑸ 事業所別被保険者台帳（補助金交付申請書を提出する日前１４日以内に公

共職業安定所から提供を受けたもの）

⑹ 労働基準法第１０７条第１項に規定する労働者名簿（前号の事業所別被保

険者台帳の提供を受けた日と同日時点のもの）の写し

⑺ 当該事業所等又は本社機能の新設等に伴い、指定申請書を提出した日以後

に新たに雇用した常用雇用者（本市に住所を定めたものに限る。）又は本市

に転入をした常用雇用者に対して交付した労働条件通知書又はこれに準ずる

ものの写し



⑻ 指定通知書の写し

⑼ 指定事項変更等承認通知書の写し（第５条第３項の規定による通知を受け

ている場合に限る。）

⑽ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金の交付の決定等）

第１３条 市長は、補助金交付申請書（前条第２項の規定により添付すべき書類

を含む。）の提出があった場合において、その内容を審査し、これを正当と認

めたときは、補助金の交付の決定を行い、米子市企業立地促進補助金交付決定

通知書（別記様式第１０号）により、当該申請を行った補助対象企業にその旨

を通知するものとする。

（補助金の支払の請求）

第１４条 前条の規定による通知を受けた補助対象企業（以下「補助金交付対象

企業」という。）は、当該通知を受けた日から１４日以内に、規則第２０条第

２項及び第３項に定めるところにより、補助金の支払を請求するものとする。

（補助金の交付の決定の取消し及び返還）

第１５条 市長は、補助金交付対象企業について第４条第３項若しくは第６条の

規定により指定を取り消したとき又は補助金交付対象企業が規則第２１条第１

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金交付対象企業に対す

る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

既に当該交付の決定に係る補助金が支払われているときは、当該補助金交付対

象企業に対し、書面によりその返還を命ずるものとする。

３ 補助金交付対象企業は、第１項の規定により補助金の交付の決定が取り消さ

れた場合において、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該

返還を命ぜられた額の補助金を市に返還しなければならない。

（事業の継続）

第１６条 補助金交付対象企業は、その補助対象事業に係る補助金の交付の決定

を受けた日から１０年間、当該補助対象事業を継続して営むよう努めなければ

ならない。

（投下固定資産の管理）

第１７条 その取得に要する費用の全部又は一部に補助金が充てられた償却資産

は、規則第２４条第２項第２号の市長が定める財産とする。

２ 補助金交付対象企業は、その賃借に要する費用の一部に補助金を充てた投下

固定資産を、補助金の交付の目的に従い、適正に管理しなければならない。

３ 補助金交付対象企業は、その賃借に要する費用の一部に補助金を充てた投下



固定資産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的以外の目的のため

に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、

補助金交付対象企業がその充てた額の全部に相当する額を市に納付した場合又

は補助金の交付の目的及び当該投下固定資産の耐用年数を勘案して市長が定め

る期間を経過した場合は、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１７年３月３１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行前において、旧米子市企業立地促進補助金交付要綱（平成１

１年１月１日施行）の規定により行った指定等は、この要綱の関係規定により

行ったものとみなす。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱第１０条､第１

１条第２項、第２１条及び第２２条第２項の規定は、この要綱の施行の日以後

に同要綱第３条第１項の規定による指定を受ける企業に対して交付する米子市

企業立地促進補助金について適用し､同日前に同項の規定による指定を受けた

企業に対して交付する米子市企業立地促進補助金については、なお従前の例に

よる。

附 則

この要綱は、平成２１年３月１６日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この

要綱の施行の日以後に同要綱第１２条、第１８条又は第２３条の規定による申

請（以下「交付申請」という。）を行った企業（同要綱第２条第１号に規定す

る企業をいう。以下同じ。）に対する米子市企業立地促進補助金の交付につい

て適用し、同日前に交付申請を行った企業に対する米子市企業立地促進補助金

の交付については、なお従前の例による。

附 則



（施行期日）

１ この要綱は、平成２４年３月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱第１２条の規定

は、この要綱の施行の日以後に申請を行う米子市企業立地促進補助金の交付に

ついて適用し、同日前に申請を行った米子市企業立地促進補助金の交付につい

ては、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２５年１１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱第２条第５号の

規定は、この要綱の施行の日以後に申請を行う米子市企業立地促進補助金の交

付について適用し、同日前に申請を行った米子市企業立地促進補助金の交付に

ついては、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

（米子市情報通信及び事務管理関連企業立地促進補助金交付要綱の一部改正）

２ 米子市情報通信及び事務管理関連企業立地促進補助金交付要綱（平成２５年

１１月１日施行）の一部を次のように改正する。

第４条の表の企業立地事業補助金の項及び情報通信及び事務管理関連雇用事

業補助金の項中「対象事業について」を「経費について」に改める。

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。

（米子市企業立地促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱の一部改正）

３ 米子市企業立地促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱（平成２５年１１

月１日施行）の一部を次のように改正する。

附則第３項を削る。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この

要綱の施行の日以後に同要綱第３条第１項の指定を受ける企業（同要綱第２条

第１号に規定する企業をいう。以下同じ。）に対して交付する米子市企業立地



促進補助金について適用し、同日前にこの要綱による改正前の米子市企業立地

促進補助金交付要綱第３条第１項の指定を受けた企業に対して交付する米子市

企業立地促進補助金については、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱（以下「改正後

の要綱」という。）第２２条第１項の規定は、この要綱の施行の日以後に改正

後の要綱第３条第１項の指定を受ける企業（改正後の要綱第２条第１号に規定

する企業をいう。以下同じ。）に対して交付する雇用促進補助金について適用

し、同日前にこの要綱による改正前の米子市企業立地促進補助金交付要綱第３

条第１項の指定を受けた企業に対して交付する雇用促進補助金については、な

お従前の例による。

３ この要綱の施行の日前に工場等（改正後の要綱第１条に規定する工場等をい

う。）の新設等（改正後の要綱第１条に規定する新設等をいう。）を行った企

業（改正後の要綱第２条第１号ア(ｳ)に該当する事業を営むものに限る。）に

ついては、米子市企業立地促進補助金の交付の対象としない。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この

要綱の施行の日以後に同要綱第３条第１項の規定による指定を受ける企業（同

要綱第２条第１号に規定する企業をいう。以下同じ。）に対して交付する米子

市企業立地促進補助金について適用し、同日前にこの要綱による改定前の米子

市企業立地補助金交付要綱第３条第１項の指定を受けた企業に対して交付する

米子市企業立地推進補助金については、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（旧米子市企業立地促進補助金の交付の対象となる企業としての指定に関する

経過措置）

２ この要綱の施行前にこの要綱による改正前の米子市企業立地促進補助金交付

要綱（以下「改正前の要綱」という。）第３条第１項の規定による指定（附則



第１６項及び第１７項を除き、以下「改正前の要綱による指定」という。）を

受けるため同条第２項の規定による申請を行った企業（改正前の要綱第２条第

１号に規定する企業をいう。附則第１７項を除き、以下同じ。）であって、こ

の要綱の施行の際現に改正前の要綱第３条第４項の規定による通知又は改正前

の要綱による指定が行われない旨の通知を受けていないものに関しては、改正

前の要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

３ 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の要綱第３条第

４項の規定による通知を受けた企業並びに当該企業に対する用地取得補助金

（改正前の要綱第９条の用地取得補助金をいう。以下同じ。）及び工場立地促

進補助金（改正前の要綱第１５条の工場立地促進補助金をいう。以下同じ。）

の交付に関しては、改正前の要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有

する。

（旧米子市企業立地促進補助金の交付の対象となる企業としての指定を受けて

いる企業に関する経過措置）

４ この要綱の施行の際現に改正前の要綱による指定を受けている企業に関して

は、次項から附則第１１項までに定めるところによるほか、改正前の要綱は、

この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

（用地取得補助金の交付に関する経過措置）

５ この要綱の施行の際現に改正前の要綱第１２条の規定により用地取得補助金

の交付の申請を行っており、改正前の要綱第１３条の規定による通知又は用地

取得補助金が交付されない旨の通知を受けていない企業に関しては、改正前の

要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

６ 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の要綱第１３条

の規定による通知を受けた企業による用地取得補助金の交付の請求については、

改正前の要綱第１４条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

７ この要綱の施行前に用地取得補助金の交付を受けた企業及び附則第２項又は

前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の要綱第１４条の

規定による請求に基づき用地取得補助金の交付を受けた企業に対しては、改正

前の要綱第１４条の２の規定は、この要綱の施行後においても、なおその効力

を有する。

（工場立地促進補助金の交付に関する経過措置）

８ この要綱の施行の日が改正前の要綱第１６条第１項（同条第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）に規定する対象年度（同条第１項ただし

書の規定により延長することができる場合は、当該延長後の年度まで）にある

企業（この要綱の施行の際現に改正前の要綱による指定を受けているものに限



る。）に関しては、次項から附則第１１項までに定めるところによるほか、改

正前の要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

９ この要綱の施行の際現に改正前の要綱第１８条の規定により工場立地促進補

助金の交付の申請を行っており、改正前の要綱第１９条の規定による通知又は

工場立地促進補助金が交付されない旨の通知を受けていない企業に関しては、

改正前の要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

１０ 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の要綱第１９

条の規定による通知を受けた企業に対する工場立地促進補助金の交付の請求に

ついては、改正前の要綱第２０条において準用する改正前の要綱第１４条の規

定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

１１ この要綱の施行前に工場立地促進補助金の交付を受けた企業及び附則第２

項若しくは第８項又は前項の規定によりなおその効力を有することとされる改

正前の要綱第２０条において準用する改正前の要綱第１４条の規定による請求

に基づき工場立地促進補助金の交付を受けた企業に対しては、改正前の要綱第

２０条において準用する改正前の要綱第１４条の２の規定は、この要綱の施行

後においても、なおその効力を有する。

（補助対象企業としての追加の指定に関する経過措置）

１２ この要綱の施行の際現に改正前の要綱による指定を受けている企業（附則

第１６項の規定の適用の対象となる企業を除く。）に対するこの要綱による改

正後の米子市企業立地促進補助金交付要綱（以下「改正後の要綱」という。）

第３条の２の規定の適用においては、当該企業が改正前の要綱による指定を２

以上受けているときは、改正後の要綱第３条の２第１項の規定は適用せず、当

該２以上の改正前の要綱による指定のうち、この要綱の施行の日前において同

日に最も近い日にされた改正前の要綱による指定の日を改正後の要綱第３条の

２第２項の当初追加指定申請期間が満了する日として、同項の規定を適用する。

１３ この要綱の施行前に改正前の要綱第８条第２項の規定による届出を行った

者（この要綱の施行の際現に当該譲り受けた営業（改正前の要綱による指定に

係る改正前の要綱第２条第１号アに掲げる事業又は同号イの規定により市長が

認める事業に該当するものを含むものに限る。）を営んでいるものに限る。以

下「営業譲受届出企業」という。）に対する改正後の要綱第３条の２の規定の

適用においては、当該営業譲受届出企業は、改正前の要綱による指定を受けて

いるものとする。

１４ 営業譲受届出企業がその譲り受けた営業の内容に該当しない事業（改正後

の要綱第２条第１号に掲げる事業に該当するものに限る。以下この項において

「新規事業」という。）を現に営み又は新たに営もうとする場合において、当



該新規事業が改正後の要綱第３条各号に掲げる要件を満たすものであるときは、

当該営業譲受届出企業は、改正後の要綱第３条の２及び第３条の３に定めると

ころにより、当該新規事業に関し、改正後の要綱第１条の米子市企業立地促進

補助金の交付の対象となる企業として指定を受けることができる。

１５ 前項の場合における改正後の要綱第３条の２の規定の適用については、次

の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴ 附則第１３項の規定により受けたものとされた改正前の要綱による指定が

当該営業譲受届出企業が初めて受けた改正前の要綱による指定となるとき。

改正後の要綱第３条の２第１項中「その事業の内容にかかわらず初めて受

けた同条の規定による指定に係る指定申請書を提出した日」とあるのを「米

子市企業立地促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱（令和４年４月 １

日施行）による改正前の米子市企業立地促進補助金交付要綱第８条第２項の

規定による届出を行った日」と読み替えて、同条の規定を適用する。

⑵ 当該営業譲受届出企業が改正前の要綱第８条第２項の規定による届出を行

った際現に改正前の要綱による指定を受けていたとき。 改正後の要綱第３

条の２第１項の規定は適用せず、同条第２項中「当初追加指定申請期間が満

了する日」とあるのを「当該企業が米子市企業立地促進補助金交付要綱の一

部を改正する要綱（令和４年４月１日施行）による改正前の米子市企業立地

促進補助金交付要綱第８条第２項の規定による届出を行った日」と読み替え

て、同項及び同条第３項の規定を適用する。

１６ この要網の施行の日以後に附則第２項の規定によりなおその効力を有する

こととされる改正前の要綱第３条第１項の規定による指定を受けた企業に対す

る改正後の要綱第３条の２の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴ 当該指定が当該企業が初めて受けた改正前の要綱第３条第１項の規定によ

る指定となるとき。 改正後の要綱第３条の２第１項中「その事業の内容に

かかわらず初めて受けた同条の規定による指定に係る指定申請書を提出した

日」とあるのを「米子市企業立地促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱

（令和４年４月１日施行）附則第２項の規定によりなおその効力を有するこ

ととされる同要綱による改正前の米子市企業立地促進補助金交付要綱第３条

第１項の規定による指定を受けた日」と読み替えて、同条の規定を適用する。

⑵ この要綱の施行の際現に改正前の要綱第３条第１項の規定による指定を受

けているとき。 改正後の要綱第３条の２第１項の規定は適用せず、同条第

２項中「当初追加指定申請期間が満了する日」とあるのを「当該企業が米子

市企業立地促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱（令和４年４月 １日



施行）附則第２項の規定によりなおその効力を有することとされる同要綱に

よる改正前の米子市企業立地促進補助金交付要綱第３条第１項の規定による

指定を受けた日」と読み替えて、同項及び同条第３項の規定を適用する。

（補助対象事業の譲受けに関する経過措置）

１７ この要綱の施行の際現に改正前の要綱第３条第１項の規定による指定を受

けている企業（改正前の要綱第２条第１号に規定する企業をいう。）及びこの

要網の施行の日以後に附則第２項の規定によりなおその効力を有することとさ

れる改正前の要綱第３条第１項の規定による指定を受けた企業（改正前の要綱

第２条第１号に規定する企業をいう。）が同日以後に当該改正前の要綱第３条

第１項の規定による指定に係る事業の全部又は一部を譲り渡した場合における

当該事業を譲り受けた企業（改正後の要綱第２条第１号に規定する企業をい

う。）に係る改正後の要綱第７条の２の規定の適用については、同条第４項中

「既に米子市企業立地促進補助金の交付を受けている場合」とあるのは、「米

子市企業立地促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱（令和４年４月 １日

施行）による改正前の米子市企業立地促進補助金交付要綱第９条の用地取得補

助金又は同要綱第１５条の工場立地促進補助金の交付が完了している場合」と

する。


